
■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要①

・年齢構成は､～60代：10人､70代：16人､80代：14人、 
　90代:４人。後期高齢者が24名で全体の55％を占める。

年齢
0 44

4人14人16人10人

～60代 70代 80代 90代

要介護度
0 44

2人4人2人7人7人22人

自立・未申請 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

・要介護度は｢自立･未申請｣と｢要支援･要介護｣が約半数｡
・不動産業者も当初は｢せいぜい70代まで｣を想定。

性別
0 44

28人16人
男性 女性

・性別は、男性が全体の約1/3、女性が全体の約2/3。
�Ù�˜�N�¢�w�y�i�„�•�Ä�À�t�S�Z�”
ì�Š	��w��
Q

�~
ì�Š	��K
¶�.�p�x�H�Š
��I�U�7���p�J�H�H���K�Œ
��I�q�w�ù�-��
�y�U�ÿ�����Ë�{�`�T�`
R�ÿ�Ä�«�p�x�J�H�Š
��I�H�H���K�Œ
��I�x��
�y�����Ë�t�n	—�`�J�o�t�H�A�Å�I�H�_�W�u�n�I�H���ª
ƒ�K�æ
S�I�U�����Ë�G


ì�Š	�
¶�.


R�ÿ�Ä�«

�� ���� ���� ���� ������

���Ë

���Ë

���Ë

�����Ë

�����Ë

�����Ë

�����Ë

�����Ë

���Ë

�����Ë

�����Ë

�����Ë

�Š
� �H���~�Œ
� �A�Å �­�ž�Ú�É ���ª
ƒ�~�æ
S �f�w��

�~�Š
��w
ì�Š�p�x�Ó�x
Q�K
ž�A
Q�w�ÿ�M�_�V�c�‹���M�U�J�A�Å��
�y�K�_�W�u�n�&���w�Ä�«�p�x�Ó�x
Q�K
ž�A
Q�w�ô�M�‹�w�U���M�G

�~
R�ÿ�E
:�w���M�O
��p�x�A�Å�~�_�W�u�n�•�w	*�Œ�U
u�Ã�$�{

�¢�/���������£

�¢�/�������£

�Ù�˜�N�¢�w�y�i�„�•�Ä�À�w
��Ù	Ý�¯ �¢���������å���D�‡�p�£

�~�˜�N�¢�y�i�„�•�Ä�À�x���������å�����D�‰�•�{�ÿ���å�w�î
w�{

�~�H�?�é
ì�Š�I�H�Ø�Š�I�H
ú�E�w�<�_�I�s�›�&�o�H�Ö�‰���ÿ�I�•�{��
�y�Ö�‰���ÿ
:�x	ƒ�‘�t
ÿ�C�`�z���������å���D�Ì�:�p�����E�{��
�y�¢���ÿ	4�ƒ���E�›���‰�{�®�b�•���E�z�Ö�Ã�•���E�£

��

����

����

����

����

����

�����D �����D ���D ���D ���D ���D ���D ���D ���D ���D ���D �����D �����D �����D ���D ���D ���D ���D ���D ���D ���D ���D �����D �����D ���D

���ÿ	�
: �?�é
ì�Š�E
: �Ø�Š�E
:

������������
��������

������������
����������������

����������������
����

����

�������������� �� �� �� �� ��

�� ��
����

���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ����

���� ���� ����
���� ����

���� ���� ����

���������å�S���������å�S ���������å�S

�~�ª
ƒ	ì�»�U�È�¿�w�ù���t��
�y�y�ô�¸	��P�•�Z�ð��
�~�¤�ª
ƒ�w�Ù�¡�•�¬�›�0	Å��

�þ�q
ñ�±�O
�
�w�á�æ�b�”��
�ô�¸	��ª
ƒ��

�•�¬�w�ô�¸	��w�×�P��

�Ù�y�i�„�•�Ä�À�w�0	Å�•�¬�¢���������å�S�£ ���æ
S�à�~���ª
ƒ
�æ
S�à �¶�à �O
��Ê �Œ�:�ª
ƒ 
Æ�ˆ�ˆ�À	�

�z�à
�¸�^�~
&�ú�~�µ�ú �˜�N
ñ�±��

�a�V�q�„�c� �q
�ô�¸	�
ñ�±�ª
ƒ�~

�µ�ú �~�r�}�U�j�Z�V�b�„�P�ƒ�b�V��
�~�å� �Ñ�Û�Ã�Ÿ

�µ�›�~�G�v�~�4�_ �z�•�� �V�h�S�S�a

�f�•�à 
Z
+�~�á�j�~	.�“�~��
�­�~�°�®�~�D� �~���ý�ú �V�f�� �V�f�� �~�N�Ë�¢�´�ï�¬��

�~�}�ƒ�j�„�c�f�X�~�ƒ�^�„

�Æ�à

	µ�ë�~�b	µ�Ã�~	µ�[�~��
�\�® 
Z�è�� �›���F�¢�Ý
��t�V�w

�b	µ�t�V�w
�~�Õ�ë��
�~	Í�ú
Æ�ˆ�ˆ

�•�&�~�Ý	Ú�~�Ý	Ú�Â
�“�~�Ý	Ú�]�Æ�~�ƒ�=�~

�f�è�~	Í�×�Ë

�\�\�–�w��
�H��

�›���F�¢�Ý
��t�V�w
�‚�·�w�H

�~	Í�ú
Æ�ˆ�ˆ��
�~�}�ƒ�j�„�c�f�X�~�ƒ�^�„

�È�˜�à


+
Œ�~�`�Ä�~�'�e�~��
�¿�T�~�ô�$�~�É���ú�~

�š�è�~�V��
�H�«�� �ô�¸	�
ñ�±
ï�ù�ª


ƒ�~�H�«�� �~�Õ�ë��
�~	Í�ú
Æ�ˆ�ˆ

�\�•�~�'�e�ú�~	×
k�ú��
�~� 
��~�Æ� 
�

�\�•�ˆ �\�•�ˆ


ì�_�à

�´�Y�~�-
’�~�{�Ê	ÿ��
�~�{	Ó�~
�
ò

�˜�N�Ý
���

ñ�±� �q

�˜�N�Ý
��×�”�Ü �~�N�Ë�¢�´�ï�¬��
�~�}�ƒ�j�„�c�f�X�~�ƒ�^�„

�q�f�~�q�f�w�H��
�~�Ë���£�~�#�G�Ï

�˜�N
ñ�±��
�a�V�q�„�c� �q

�ô�¸	�
ñ�±�ª
ƒ��
�q�f�w�H

�~�Õ�ë��
�~�N�Ë�¢�´�ï�¬

�¤�O
��w�Œ�:�ª
ƒ�›�¤	ú�t�z�Ù�¡�w���™���¶�à�›��
�Ä�À�w�0	Å�•�¬�q� �̀o
ƒ���{��

�¢�`�`�0	Å�•�¬�Ž�Ž�p�‹�a�V�q�„�c�›�î�ª�`�h�«�U�ž�æ�£

�“�A

�î�ª	��. �y�˜�N�¢

�r�…�}�U�j�r�Q�V�w
�y�˜�N�¢�‰	E�§�	� �^�q��
�y�¢	E�P�·�”�Ñ�Â�Ÿ�É�¿�Ä�O�t�,�n�V�z
Æ�ˆ�ˆ�����‚�.�z��
�y�y
ñ�±�����‚�.�z�˜�N�¢�z�˜�N�¢	E�P�™�…�¬�þ�p
ƒ�q�£

�0	Å	�
�~�j���q� �̀o�“�v�����=�Ž	Í�w�

��;�’�`�w�M��
�~�_	��“�s�w�§�	�›
ž�A�q�`�z	E�8�Q�›�1�l� �̀o�M�”�M

���™�^�•�”
�±�”�Ï�µ

�~���8�$�s�†
q�¬�Ý�¢	?�t�
�s�w�?�é�È�W�q�Z�ð�£��
�~�-�H�~
ñ�±�s�r�t���b�”
ì�Š��
�~�Ó�x�Ì�t�S�Z�”
����s�r�•�w�È�W�f�w���w�		•

�b�;	�
Û�r
�y�¢�½
k
‡�]
k�w�M�•�Á�‰��
�y�¢�½
k�]
k�w�M�y�•���
�����������D

�Ù�˜�N�¢�ô�¸	�	E�‡�M�~
\�Æ�§�	�y�i�„�•�Ä�À�w�“�A
�~�“�A�x�Ž�<�w�è�“�{�î�ª	��.�x�˜�N�¢�{��
�~�0	Å	��x�_	��“�s�w�§�	�U
ž�A�p�z	E�8�Q�1�l�w�o
��ô�¸	��{��
�~�þ�q
ñ�±�O
��w�r�p	ì�»�U���8�$�s�_	��“�•�§�	�›�î�ª�{

158



■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業における住み替えの理由
・住替え理由は様々だが､｢生活環境｣｢家族関係｣｢その他｣ 
　で分けると､生活環境:22件､家族関係:9件､その他:13件。 
　　生活環境：立退き、建物の老朽化、２階以上の部屋 
　　家族関係：家族間の折合い悪化、家族の近くへの転居　 
　　その他　：生活保護減額への対応、緊急入所の期限切。

立ち退き 8件
建物の老朽化 4件

２階以上の部屋 4件
住居無し 3件
その他 3件

家族間の 
折合い悪化 5件

家族の近く 
への転居 3件

家族の引越 １件

他施設からの転居 4件
施設の緊急入所の 

期限切 3件

生活保護減額・ 
家賃の減額希望 2件

その他（自己破産、
契約更新拒否等） 4件

生活環境：22件 家族関係：9件 その他：13件
・最初の相談から入居までの期間については、 
　約80％の事例が最初の相談から３ヶ月以内で住替えへ。

・住替え前の住所は｢同一区内｣が全体の約半数。 
　｢京都市内｣も含めると全体の約85％が市内での住替え。

（34名のﾃﾞｰﾀ。一部未回答あり）

0 25 50 75 100

15％32％53％

同一区内 京都市内 京都市外

0 100

20％14％30％36％

～１ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 4ヶ月以上

入居まで 
の期間

住替え前 
の住所

■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要⑥

・契約者44人中、半数の22人が生活保護を受給。住民税 
　課税対象は1-2人のみ。全体的に所得の低い世帯が多数 
　を占める。

生活保護

0 44

22人22人

該当 非該当

・保証人は「有り」が35人、「無し」が9人で、全体の 
　約80％が保証人有りの方。保証人無しの場合、保証会 
　社の利用や、理解ある家主の物件により成約へと至る。

保証人

0 44

35人9人

無し 有り

■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要⑤
・成約者の相談経路を男女別でみると、女性は｢本人｣が 
　最多だが､男性は｢包括｣｢ケアマネ｣が全体の約70％｡ 
　男性では特に専門職の関与の必要性が示唆される。

相談者全体

成約事例

0 25 50 75 100

8％

2％

9％

11％

16％

11％

30％

22％

7％

12％

30％

42％

本人 家族・知人 包括 ケアマネ 他施設・行政 その他

契約者・男

契約者・女

0 25 50 75 100

11％14％

6％

11％

25％

21％

44％

7％

6％

36％

19％

本人 家族・知人 包括 ケアマネ 他施設・行政 その他

■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要④

90才-
80-89才
70-79才

-69才
0 2 4 6 8

3人

1人

5人

2人

2人
3人

自立 要支援 要介護

男性

女性
90才-

80-89才
70-79才

-69才
0 2 4 6 8 10 12

1人
2人

1人
1人

1人
1人

3人
2人

1人
7人

8人
1人

自立 要支援 要介護

・男性：75才以下でも､要支援・要介護が半数以上。
・女性：60代の利用は少数。70-80代でも自立・未申請 
　　　　の方が多数を占める。

■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要③

男性

女性
0 25 50 75 100

14％

25％

25％

44％

61％

31％

自立 要支援 要介護

要介護度
0 44

2人4人2人7人7人22人

自立・未申請 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

年齢
0 44

4人14人16人10人

男性

女性
0 25 50 75 100

11％

6％

43％

13％

36％

38％

11％

44％

～60代 70代 80代 90代

・男性は75％が75才未満だが､女性は71％が75才以上。

・要支援・要介護は男性が約70％だが､女性は約40％。

■京都市のﾓﾃﾞﾙ事業での成約ｹｰｽ44事例の概要②
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①生活支援：想定を上回る多様かつ複合的な問題

町家を転用した民泊 ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑを転用した留学生用寮

■生活支援・住まい確保における課題

②住まい確保：空き家物件の更なる確保

→　年齢、要介護、生活保護、虐待、障害（身体・精神） 
→　継続的な生活支援、専門機関との連携などの必要性

→　要望の高い１階の物件が京都市内ではやや不足気味 
→　｢理解ある家主｣を増やしていく取組みの必要性

共通の書式（日付､相談者､転居理由､要介護認定､現住居､保証
人の有無等）を用いて､全法人が進捗状況（契約前：住まいの
確保、契約後：入居後の生活支援）を報告。課題を共有し､対
処方法も助言･議論。この書式を参考にする他自治体も｡

作業部会：毎月、全施設の担当者、市の職員、不動産業者が 
　　　　集合。進捗状況、問題点などを定期的に報告・共有。 
→　新規参加の法人も、ﾉｳﾊｳやｱﾄﾞﾊﾞｲｽを得る事が可能。

京都市の成果：｢社会福祉法人と不動産業者との連携｣と 
　　　　　「異なる法人同士での横断的な連携」の有効性

■京都市ﾓﾃﾞﾙ事業の典型的な住み替え事例

間取　：１K（23㎡） 
築年数：37年 
家賃　：2.9万円 
　（共益費：0.4万円）
階数：１階／４階建 
設備：バス・トイレ別 
　　　インターネット 
　　　光ファイバー

■京都市ﾓﾃﾞﾙ事業の住替え後の住まい：狭・古・安

延床面積

0 39

4人2人23人10人

10-19㎡ 20-29㎡ 30-39㎡ 40㎡-

家賃

0 39

4人2人14人15人4人

２万円台以下 ３万円台 ４万円台 ５万円台 ６万円以上

築年数

0 39

1人7人13人15人3人

0-9年 10-19年 20-29年 30-39年 40年- 不明

・延床面積は｢20-29㎡｣が最多で､｢29㎡未満｣が全体の8割。　 
・建物の築年数は｢30年以上｣が約半数。｢10年未満｣は無し。 
・家賃は｢４万円台以下｣が全体の約85%。 
　→京都市の住宅扶助限度額：40,000円(単身･見直し後)。

（2017年1月）
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・連帯保証人等の確保が困難な高齢者の入居に関して，
「入居を断ることがある」と回答した事業者の割合は約77％となっている。
・連帯保証人がいない高齢者の入居を断る理由は，
「金銭的な保証及び緊急時の連絡先（緊急時の対応）がともに得られない
ため」との回答が約67％と高い。

資料：福岡市住宅都市局

【連帯保証人等の確保が困難な高齢者への入居制限の有無】
回答数 割合（N=305）

入居を断ることはない
入居を断ることがある
その他
無回答

回答数

回答数 割合（ ）

その他
無回答

回答数

金銭的な保証を得られないため
緊急時の連絡先（緊急時の対応）を得られないため
金銭的な保証及び緊急時の連絡先（緊急時の対応）がともに得られないため

【連帯保証人がいない高齢者の入居を断る理由】

6

・入居を断る場合がある世帯は，「ホームレス」（32.6%）に次いで，「高齢者だけ
で住む世帯（単身者，夫婦世帯）」が26.2%と高い。

資料：福岡市住宅都市局

回答数 割合（N=221） 回答数 割合（N=77）
高齢者だけで住む世帯（単身者、夫婦世帯）
家族になんらかの障がいがある方がいる世帯
生活保護受給世帯
ホームレス（自立支援施設退所者等）
子育て世帯（小さな子供がいる世帯）
その他
無回答

回答数

該当する項目
（複数回答）

最も当てはまる項目

【入居を断る場合がある世帯（複数回答可）】

5

・平成23年度に実施した福岡市の民間賃貸住宅事業者に対するアンケートで
は，「入居をお断りする場合がある」との回答81.6%と高い。
・前回調査（平成21年度）よりも，その比率は増加。

資料：福岡市住宅都市局

81.6%

18.4%

71.0%

29.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

入居をお断りする場合がある

入居をお断りする場合はない

入居制限の有無（前回調査との比較）

今回調査（H23）

前回調査（H21）

10.6ﾎﾟｲﾝﾄ
増加

4

・福岡市の住宅総数は854,000戸
・空家は104,500戸で住宅総数に占める空家率は，12.2%
・住宅総数は年々増加しており，平成25年には世帯数の約1.14倍

※出典：H25年住宅・土地統計調査

・共同住宅率が77.6%と高い。（全国平均42.4％）
・借家率が，61.0%と高い。 （全国平均35.5％）
・単身世帯率は，47.7%と高い。 （全国平均32.4％）
・住宅に高齢者等の設備がある割合は，45.1%と低い。（全国平均50.9%）

※共同住宅率，借家率，高齢者等の設備がある割合：H25年住宅・土地統計調査
※単身世帯率：H22年国勢調査

3

289
306 321

339
355 369 384 393 398 399 398 396

131 160
193 220 232
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（千世帯）

75歳以上 65～74歳 15～64歳 2人以上世帯数 単身世帯比率

2
単独世帯

単独世帯数
が2人以上世
帯を上回る。

11万9千世帯
（1.4倍）

17万6千世帯
（2.1倍）

8万3千世帯
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成約者数累計

月別成約者数

事業の進捗状況（平成 年 月末現在）

月平均６．４件成約
（１０月～９月）

月平均２．５件成約
（１０月～９月）

Ｈ26

プラットフォーム連絡会議

平成28年11月17日

11

事業の進捗状況（平成 年 月末現在）

【協 力 店】 ３０社
【支援団体】 １４団体
【提供サービス数】 ２２サービス

提供サービスの分類 登録数

見守り

緊急時対応

委任契約による死後事務

家財処分

寺院・霊園

葬儀社

専門相談（弁護士，司法書士，行政書士）

権利擁護

合 計

※１つの支援団体が，複数のサービスを登録している場合があるた
め，支援団体の数と登録数は一致しない。

10居住支援協議会（事務局：福岡市住宅計画課）

事業全体のバックアップ

高 齢 者（入 居 困 難 者）

家主

協 力 店
（不動産会社）

福岡市社会福祉協議会
（総合相談窓口）

支援団体（プラットフォーム）

※福岡市社協が，コーディネート・サービス開発・
ネットワーク化を行う。

専門相談

緊急時対応 見守り

死後事務委任

家財処分

寺院・霊園

権利擁護

葬儀社

生活支援サービス

③支援プラン
コーディネート

⑤本人情報，
支援プラン提示

⑥保証人補完効果説明，入居説得

⑦賃貸借
契約

①入居相談 ⑧サービス提供（個別の契約による）④支援プラン提案・同意

②ヒアリング

医療・介護・保健サービス等のコーディネート

事業の流れ

9

「協力店」は，支援団体等が提供する入居支援・生活支援サービスによる保
証人や緊急連絡先等の補完効果を家主に説明し，高齢者の入居について家
主からの協力を得て，高齢者に対して住宅を紹介する不動産事業者である。

「支援団体」は，高齢者の民間賃貸住宅への入居に必要となる入居支援・生
活支援関連のサービスを実施する民間企業や 法人など。市社協や協力
店と連携し，必要とされるサービスを提供することにより，高齢者の入居支援
及び入居後の生活支援を行う。
また，「支援団体」や本市の関係機関などで「プラットフォーム」を構築した。

住まいサポートふくおかの概要

「コーディネーター」は，市社協に配置している職員で，相談に来た高齢者の
身体状況，経済状況，親族の状況などに応じて，支援団体等が提供するサー
ビスを組み合わせて提案する。
また，高齢者と協力店及び支援団体との間の必要な調整を行い，入居を支
援する。

8

「緊急連絡先」や「保証人」を確保できない高齢者を支援するため，福岡市社

会福祉協議会（市社協）にコーディネーターを配置し，高齢者の入居に協力す

る「協力店」及び「支援団体」の登録を行うとともに，「支援団体」などで構成さ

れる「プラットフォーム」を構築し，高齢者の民間賃貸住宅への円滑入居及び

入居後の生活支援を行う事業。

厚労省のモデル事業への採択後，福岡市及び市社協の関係者で事業内容

についての協議を重ね，「福岡市居住支援協議会」への報告を経て，平成２６

年１０月に事業を開始した。

住まいサポートふくおかの概要

・登録した協力店には，
ステッカーを配布

・チラシによる
広報の実施

7
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・ＥＶ付きや低層階を条件
にする相談が多い。

相談者の分析

・相談者の大半は年金受給
者である。

66

86

350

65

0 100 200 300 400

その他

生保

年金

給与

(人)

・生活保護受給者も８６名含
まれている。

12

164

68

213

36

19

14

30

0 50 100 150 200 250

ペット

１階限定

低層階限定

ＥＶ付き

駐車場・駐輪場

バリアフリー

風呂・トイレ別

交通の便

(人)

18

・３万円代の家賃を希望す
る方が最も多い。

・次いで，４万円代，３万円
未満と低廉な家賃を希望
する方が多い。

相談者の分析（平成 年 月末現在）

・家賃（低賃住宅への住み替
え）を理由とした相談が最も
多い。

・次いで，立ち退き、同居者
とのトラブルや住宅の老朽
化などを理由とした相談が
多い。
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立ち退き

(人)

6

3

19
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79
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8万円以上

7万円代

6万円代

5万円代

4万円代

3万円代

3万円未満

(人)

17

・単身の女性からの相談が
最も多く，単身の男性の２
倍以上。

・ ～ 歳の方からの相
談が最も多い。

・次いで， 歳以上の方
からの相談が多い。

相談者の分析（平成 年 月末現在）

19

133
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65

不明

歳以上

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳未満

人

16

26

91

268

121

親子

夫婦

女（単身）

男（単身）

人
(人)

・件数は来所相談が電話相談を超
えて、これまでの傾向を逆転した。
自立した状態の高齢者からの相談
が多いことが窺える。

・本人からの相談が圧倒的に
多い。民生委員や関係機関か
らの相談は比較的少なく、事
業周知が不足していると考え
られる。今後は、地域包括支
援センターへの広報を個別に
行う予定。

相談者の分析（平成 年 月末現在）

22
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（人）
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236

255
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1
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15
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17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

家賃債務保証

権利擁護

専門相談

死後事務

葬儀社

寺院・霊園

引越・家財処分

緊急時対応

見守り

(件)

※入居当初からサービスを利用しているのは成約者の一部なので、成約件数とサービ
ス利用件数は一致しない。

・プラットフォーム内のサービスとしては「見守り」が最も活用されている。
「見守り」のサービスのうち、福岡市による「声の訪問」や地域住民による「ふれあい
ネットワーク」が主だった。
・「引越・家財処分」では、中古の家具や家電の寄付をいただくことが多く、通常の業務
の枠を超えたプラットフォームならではの協力を得られている。
・サービスの組み合わせとして多かったのは、声の訪問＋緊急通報システムであった。

サービス利用の分析（平成 年 月末現在）

14

のべサービス利用
件数60件

事業の進捗状況（平成 年 月末現在）

【受入額】 ９２１，４７０円（個人，協力店，その他）

【その他】 「寄付つき商品事業」覚書締結企業２社
13

64

25

35

4

118

49

64

12

491

105

232

154

0 100 200 300 400 500 600

累計

平成２８年度

（４月～2月）

平成２７年度

平成２６年度

（１０月～３月）

相談件数

成約件数

うち協力店

成約率28％

成約率47％

成約率24％

成約率8％
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24

社会貢献型空き家バンクの設立

中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」

国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

東区美和台校区で空き
家相談会を実施するた
めの打合せ 本会が遺贈を

受けた物件

事業の課題

・家主が高齢者に安心して賃貸を行うためには，葬儀や家財処分等の
死後事務が必要である。
・市社協の「ずーっとあんしん安らか事業」の預託金（最低 万円）を預
けられない低所得高齢者等に対して、少額短期保険を活用し、保険金
により葬儀、納骨、家財処分、行政手続き等を実施する、「やすらか
パック事業」の設計を進めている。
・死後事務については、これらのサービスを包括的に実施できる団体に
委託する。
・Ｈ 年度より事業開始予定

23

保険契約者（保険金受取人）

福岡市社協

引受保険会社

被保険者

利用者

NPO法人

保険等の制度説明

死後事務委任契約

制度利用料支払

死後事務委託契約

委託料支払

保険料
支払

保険金
支払

サービス
提供

１ 事業の位置付け

２ 他事業との関係整理

「福岡市高齢者住宅相談支援事業」は「住まいサポートふくおか」に統合、「高
齢者民間賃貸住宅入居支援事業」は「ずーっとあんしん安らか事業」に統合す
る。

来年度以降の事業のあり方について

Ｈ２９年度以降は「住まいサポートふくおか」として「福岡市居住支援協議会」の
事業に位置付け、各構成団体からの助言をもとに事業を実施する。

３ 事業対象者

高齢者モデルとして確立させた後は、障がい者や母（父）子世帯など、その他
の住宅困窮者へ対象を拡大させていく。

22

事例紹介①（男性Ａさん ７５歳）

21

Ａさん

全体のコーディネート
社協

金銭管理
社協

死後事務

声の訪問

緊急通報
システム

家財処分
引越・寄付

家賃債務保証

入居支援
協力店

訪問看護

サービスのコーディネート
ケアマネ

訪問診療

訪問介護

親族 付き合いなし 住まい アパート 階での 人暮らし

疾患 軽度認知症 債務 万円程度（社会保険料等）

収入 年金月 万円程度 課題 階段の上り下りが大変。施設入所したくない

・隣接校区での住み替え
・協力店への相談調整
・プラットフォームの手厚い支援を導入
（在宅生活を続けるため、訪問系
サービスを充実）
※平成 年 月 死亡

地域での見守り
民生委員
町内会長

・地域包括支援センターからの相談は徐々に増えてきている。Ｈ２９年度は市内全５７か所の
同センターを訪問する予定。
・相談者のなかには虐待ケースや要介護状態の方もおり、こちらから地域包括支援センター
へつないだケースもあり、相互連携を図っている。
・地域包括支援センターや民間事業所に所属するケアマネジャーからの相談も寄せられてい
る。ケアマネジャー同士の横のつながりから、相談数の増加が予測される。

事業の周知②地域包括支援センター

20

・（連帯）保証人が不在でも賃貸借契約を結ぶことができるのか。
・緊急連絡先になることのできる人間に要件（遠方、親族関係の有無等）はあるのか。
緊急連絡先がいなければ入居は難しいのか。
またどのような人間が実際に緊急連絡先になっているのか。
・本人の費用負担について、①転居に伴う初期費用（敷金・荷物運送代・火災保険等）、
②支援団体によるサービス利用にかかる料金の目安はどれくらいか。
・「対象者は６５歳以上」となっているが、障がい者の子がいる世帯などは対応しているのか。

・各区の地域包括支援センターの担当者会議にて、本事業の説明を行った。

・今回は地域包括ケア病棟（住宅や施設への復帰に向けた医療や支援を行う病棟）がある
病院に当たった。
・退院時は施設入所や、病院が提携するステップアップ住宅へ入居することが非常に多い。
・今後は地域包括支援センターとの連携を強化し、地域で生活している高齢者の情報共有を
すすめる予定である。

事業の周知①医療機関

19

区 病院名 反応

中央区 佐田病院 資料渡し、説明のみ

南区 原病院 資料渡し、説明のみ

南区 夫婦岩病院 退院時の転居先は、施設入所が多い

城南区 鳥飼病院 資料渡し、説明のみ

城南区 長尾病院 高齢者の住み替えは少ない

東区 貝塚病院 退院時の転居先は、施設入所が多い

東区 原土井病院 退院時の転居先は、施設入所が多い

博多区 さく病院 高齢者の住み替えは少ない
生保や身寄りのない高齢者は多く、行き場がない

早良区 牟田病院 退院時の転居先は、施設入所が多い
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『不動産の福祉転用に関する総合情報及び相談のワンストッ
プ化』

【目的】

①入口機能：空家・古家の不動産情報の収集と募集
②出口機能：福祉活用情報公開と利用者募集
③マッチング機能：必要な情報提供・調査・転用の施工/管

理・各種

【事業主体】『一般社団法人古家空家調査連絡会・社会福祉法人福岡市社会福祉協議会共同事業体』
（サポート要員） 弁護士/司法書士/税理士/建築士/宅地建物取引士 社会福祉士/ケアマネジャー・・・・
【モデル事業①】 国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業
【モデル事業②】 社会福祉法人中央共同募金会赤い羽根福祉基金

【①入口機能】

空家情報の収
集～登録活動

①何らかの事情で
不動産流通に乗っ
ていない空家物件
を探す
（相続/贈与等、税
務/法務の課題
や、売却賃貸の必
要が無い為流通さ
せていないケー
ス）

②古家（空家予備
軍）の情報収集

（高齢者の施設入
所、入院等の情報
収集）

【②出口機能】

活用情報募集
～物件提供

『福祉活用の物件を求
めている人達』へ情報
提供

◆住宅のセーフティー
ネット

・高齢者向けの賃貸物
件
・母（父）子世帯
・障がい者
・低所得者
◆事業用
・各種高齢者福祉施設
・各種児童福祉施設
・各種障がい者施設
◆地域活動拠点
・子ども食堂
・サロン/カフェ
・共生型居場所作り

遺贈・寄贈・貸与・登録 ・・・

【③マッチング機能】
・福祉利用実現性の可否の検討

・税制優遇適用課題やルールの可視化
・相続（税務/法務/権利）問題の解決指南
・建築法規（建築基準法、他）の適合性調査

【社会貢献型空家バンクの設立】～『空家をさがして』『福祉でつかう』仕組み作り～

運営 現場より
活用方法の模索
活用先の募集

現場より
情報収集
募集活動

『社会貢献型空家バンク』
（ワンストップのWEBサービス＆リアルサービス）

双方向 双方向
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6

調査：（参考）１６５箇所を訪問。

5

見立て：生活困窮者を窓口へ！背中を押せるか？

それぞれの件数が多く、
少額。未払い＝困窮と
ならない。また個人情報
の扱いが難しく、実際の
連携は困難。

分野 連携が想定される関係機関

ライフライン事
業者

ガス、水道、電気等の供給事業者

地域の各種事
業所

新聞配達所、郵便局、クリーニング店
や牛乳配達など戸別訪問により日常
生活に関わる事業所。

公営住宅や民間賃貸住宅の管理人
や運営企業。

地域の活動団
体や住民団体

よりそいホットライン
生活困窮者支援団体や当事者団体

家賃決済は高額。また滞
納をきっかけに契約者と
話す必要がある。背中を
押すことができる。

4

見立て：家賃滞納が生活困窮最初のサイン？

家賃滞納から生活苦のサイン
が出始めるのが通例で、電気
やガス代を払わずに利用を止
められるのは最後と分かった。

賃貸住宅業界はそのサインを
最初に感知する稀有な位置に
存在する。

※自立相談支援事業の手引きより P19、23

把握・アウトリーチ（① ）

生活困窮者は複合的な課題を抱えているた
め、自ら支援を求めることが困難な場合

も多く、早期の支援につながりにくい。その
ため、自立相談支援機関は、「待ちの姿勢」
ではなく積極的にアウトリーチを行い、生活
困窮者の把握に努める必要がある。

その際、ライフライン事業者と連携を図るな
ど多様な方法を取り入れて早期把握に向け
た効果的な方策を創意工夫により講じる必
要がある。こうした潜在的なニーズを具体的
な支援につなげる取組を継続的に行うこと
が極めて重要である。

生活困窮者自立支援制度からの要望
見立て

今回の制度では生活困窮者の積極
的な発見に重点が置かれている。
RFIが関与できる範囲は大きい。

3

商号

代表者

登記上本社

本社所在地

事業開始

資本金

従業員数

主な事業内容

主要株主

営業拠点

加盟団体

： 株式会社リクルートフォレントインシュア

： 代表取締役社長 安室 興助

： 東京都中央区銀座 丁目 番 号

： 東京都港区芝浦 丁目 番 号 芝浦スクエアビル

： 平成 年 月 日保証受付開始

： 億 万円

： 名（平成 年 月 日現在）

： 不動産賃貸領域における保証サービス

： 株式会社リクルートホールディングス（ ）

： 東京、神奈川、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、沖縄

： 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、家賃債務保証事業者協議会、一般社団法人全国賃貸保証業協会

■株式会社リクルートホールディングスの概要

代表者 ： 代表取締役社長 峰岸真澄

本社所在地 ： 東京都千代田区丸の内 丁目 番 号

登記上本社 ： 東京都中央区銀座 丁目 番 号

創業 ： 年 月 日（設立 年 月 日）、 年 月 日「株式会社リクルート」より商号変更

資本金 ： 億円（ 年 月 日より）

連結売上高 ： 億 百万円（ 年 月 日～ 年 月 日）

連結経常利益 ： 億 百万円（ 年 月 日～ 年 月 日）

従業員数 ： 名（ 年 月 日時点）

グループ従業員数 ： 名（ 年 月 日時点）

主な事業内容 ： グループの経営方針策定・経営管理

グループ事業内容 ： 人材採用広告領域・生徒募集領域・住宅領域・結婚領域・街の生活情報領域・旅行領域・その他領域に関わる商品、サービスの提供

■会社概要

2

生活困窮者自立支援制度への取り組みについて

2017年3月15日
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自立支援について、金曜日、とてもとても嬉しいことがありました。
先日、私が自立支援窓口に接続した、保護無し・無職の契約者様が、
実際に窓口に相談され、生活再建の第一歩を踏み出されたのです。

窓口の存在なども全くご存じでなく、 ご案内した際は、「有難うございます！早速相談してみま
す！！」と嬉しそうに話されていましたが、その後の状況確認の中、「まだ電話していません…」と、
「連絡する」という一歩を踏み出す勇気を持って、行動に移して頂くまで、ややしばらく掛かりました。
状況確認の中で、改めて支援窓口の支援内容の詳細をご説明したり、 状況を鑑みて、相談されること

で、何らかの解決の糸口が 掴める可能性があることなどを丁寧にご説明し、
背中を押し続けました。 それでもまだ、躊躇されていたら、 どうすれば背中を押すことが出来るん

だろう…と 悩み始めた矢先の状況確認のお電話で、ようやく、 契約者様が支援窓口へ相談し、面談の
上、 生活再建への一歩を掴むことが出来そうだ、とのご報告を頂いたのです。 何度も何度もお礼の言
葉を頂き、 初めてのお電話では消え入りそうだった声が、 安心したような、力のある穏やかな声に変
わっており、 私の方が、思わず電話口で涙ぐんでしまいました…。
この自立支援への の取り組みは、絶対に必要なことで、大きな意味を持つことだと、 身を以て感

じた案件でした。 そして、背中を押すことの難しさも、同時に痛感した案件となりました。
私もこれから、 でやりたいことが沢山あります！！！

自立支援含め、これからも 業務部として頑張らせて頂きたいです！ これからもたくさん勉強して、
知識や技術もしっかり身に着けられるよう頑張りますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します！

参考：社内への影響（弊社女性社員より）

12

居住支援の様々な取組④

11

４．民間企業等の例

【株式会社ふるさと】

 賃貸借保証事業のほか、ＮＰＯふるさとの会地域生活支援センターと連携し、借主が居宅生活を継続できる
ようにトラブル等の予防、早期発見、対応を行い、貸主の安定した賃貸経営をサポート。

 不動産賃貸管理・サブリース事業においては、連帯保証人不要の支援付きアパートを管理運営（空き家も活
用）。総合相談窓口としての「サロン」（ＮＰＯ法人ふるさとの会が運営）を中心とした支援ネットワークと、地域
と行政機関等との連携のための運営委員会により包括的支援体制を構築。

【株式会社リクルートフォレントインシュア】

 全国規模で家賃債務保証事業・家賃収納代行事業を展開。こうした事業を通じて家賃滞納者を早期に発見
することができる。

 平成２８年１０月３１日現在、１９０件の家賃滞納者に自立相談支援事業等を案内し、実際に１０８件が相談。
そのうち、４４件が住居確保給付金等の支援決定につながり、生活困窮状態の早期発見・早期自立が実現
できている。

※国土交通省・厚生労働省の具体的な連携にＲＦＩが登場。
→2016年12月1日 自立支援制度あり方検討会資料でＲＦＩの取組が紹介される。

【窓口へ行く前と、行った後での思いは？】
・家にまで来られたので、これ以上延滞はマズいと思った。

窓口を案内され、自身が国の世話にならなければならない所まで来ていると初めて実感した。
・苦しかったが水のみでも 週間生活できたので、まだ頑張れるかも？と思っていた。

窓口へ行くのは、足が痛むし、寒いし、面倒くさいし、世間体もあるので本当に嫌だった。
そりゃあ、水だけしか口にしてなかったから、食べ物頂いた時は嬉しかったよ。
何とも言えないぐらい感謝してますよ。

【年金給付に至った思い】
・窓口に連れて行ってくれなければ気付かなかったと思う。

まさか自分に過去の企業年金が入るだなんて、、、

【当社の取り組みに対して】
・相談に乗ってくれ、待ってもくれたし、東京に出てきて親切にされた事なかったので。

こういった制度があるなんて知らなかった。今までがそれなりに生活できていたので、
やっぱりうまく行ってる時はお世話にならないから。困った時に初めて知るもんなんだね、何かの縁で。
民間企業がこんな事までしてくれるなんて思いもしないよ。
現地で直接電話や一緒に窓口まで行ってくれるなんて、本当に良かった。

【最後に】
・契約者は前回と全然違い、髪も散髪され、身なりもそれなりに、声も明るく冗談を飛ばし、

よく笑ってました。別れ際にありがとうございましたと握手を求められました。

事例：支援窓口への接続（インタビュー）

10

物件住所 ： 東京都 杉並区
契約者 ： ２００８年契約、男性６０代
滞納月数 ： ４か月延滞

状況 ： これまでまったく延滞なかったが、１０月分賃料から延滞が始まる
訪問を行うと、ＬＬ停止しており、水だけで一週間生活していると申告あり

結果 ： 杉並区の自立支援窓口へ行くように促す、ＲＦＩから事前に窓口に連絡する
結局当日は行かなかったが、後日相談窓口に訪問してくれた
食糧の支給と少額のお金を借りられた、未受給分の企業年金がある事も判明
１月にＬＬ未納分、家賃の未収分を全額解消、今後生活保護の受給を見込む

事例：支援窓口への接続

9

案内した件数
２８３

窓口に行った件数 窓口に行ってない
件数

連絡取れず不明

１６３

１００ ２０支援決定 支援に至らず プログラム検討途中

６３ ６２ ３８

8

2017年2月28日現在
実施：支援窓口を案内した件数と結果調査：自立相談窓口で実際聞いてみる。

Q：自ら困窮者を見つけ支援することできていますか？

A：実際できていない。メール、電話対応が忙しいので。もっと見えない困
窮者に対し支援を行っていかなくてはならない（東京都）
A：市の納税課や水道局からの情報提供も検討したが、個人情報等の問
題もあり実際には難しい。模索はしているが良い打開策がない。（大分県）

Q：RFIに期待することありますか？

A：保証会社さんからのヒアリングは初めて。保証会社さんが対象者を連れ
てきてもらっても大丈夫です。お願いしたい。（東京都）
A：・リクルートさんと意見交換ができて良かったです。どしどしアナウンスして
ください。（神奈川県）
A:窓口に来るには勇気がいる。ＲＦＩさんは対象者の背中を押すことはできる
のではないか（東京都）

新制度ということも
あり現場は大変。

自ら発見すること
は現状困難・・・・・

私たちができるこ
とが具体的にある
と確信する。

7
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契約物件と状況に合った
窓口を表示し

該当自治体または
一番近い支援窓口を案内

マークをクリックすると
データの詳細が表示

今後：関連するキーワード ＩＯＴ・ＧＩＳ

18
17

２０１６年 RグループCSRレ
ポートにおいて、RFIの活動が
掲載される。

ＣＳＲ・ＣＳＶを民間企業を福
祉に接続するためのキー
ワードに。

今後：関連するキーワード ＣＳＲ・ＣＳＶ

今後：関連するキーワード

CSRとCSV⇒民間企業をこの制度に

IOT？GIS⇒民間企業の技術を活用
1615

今後：制度の認知度を上げる。（一般）

「経済的に生活に困っ
ている人ならだれでも
利用できる制度です」

14

（公財）日本賃貸住宅管理
協会主催 『日管協フォーラ
ム２０１６』厚労省様が講演

今後：制度の認知度を上げる。（賃貸業界）

13

今後：制度の認知度を上げる。（賃貸業界）

困窮者への家賃補助利用進まず
管理会社も知らず、認知拡大が急務
弊社顧客に案内実施。
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住宅と福祉をどうマッチングできるか？
住まいと暮らしをどう支えることができるか？
弊社はこれからも考え続けます。

ご清聴ありがとうございました。

社会課題/今、関係者連携が求められている。

千葉県 船橋市 社会福祉法人生活クラブ様 十河不動産様 ＲＦＩ
相談窓口担当者が不動産会社を訪問。制度勉強会を実施。

21

社会課題/今、関係者連携が求められている。
秋田県 朝日綜合様
店頭で制度案内チラシを設置

秋田県 朝日綜合様 横手市社会福祉協議会様 ＲＦＩ
関係者で連携し、「住まいと暮らしを支えるために」を協議

地図を活用。地域
の状況を共有する。

20

「空き家の増加」
（住宅セーフティネット法）

「生活困窮者の増加」
（生活困窮者自立支援法）

国

民間

国土交通省・住宅局
安心居住推進課

厚生労働省・社会援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室

社会課題

住宅関連有識者
賃貸業者・NPO他

福祉関連有識者
社会福祉法人・NPO他

政治

未婚化

社会課題/今、関係者連携が求められている。

各自治体 住宅担当課 福祉担当課

19
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平成 年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業分）

生活困窮者の賃貸住宅居住支援にかかる

具体的な方策の普及に向けた検討事業

報告書

平成２９年３月
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